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所につき１回（特別な管理を必要とする利用者については、２回 用者については、２回）に限り、所定単位数を加算する。ただし

）に限り、所定単位数を加算する。ただし、ハの初回加算を算定 、ハの初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定し

する場合は、退院時共同指導加算は算定しない。 ない。

ホ 看護体制強化加算 300単位 ホ・へ （略）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定介護予防訪問看護事業所が、医療ニ

ーズの高い利用者への指定介護予防訪問看護の提供体制を強化

した場合は、１月につき所定単位数を加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防訪問看護費における看護体制強化加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 看護体制強化加算(Ⅰ)

⑴ 算定日が属する月の前六月間において、指定介護予防訪問

看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時介護予防訪

問看護加算（指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介

護予防訪問看護費の注９に係る加算をいう。）を算定した利

用者の占める割合が百分の五十以上であること。

⑵ 算定日が属する月の前六月間において、指定訪問看護事業

所における利用者の総数のうち、特別管理加算（指定介護予

防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問看護費の注

10

に係る加算をいう。）を算定した利用者の占める割合が百分

の三十以上であること。

へ （略）

３ 介護予防訪問リハビリテーション費 ４ 介護予防訪問リハビリテーション費

イ 介護予防訪問リハビリテーション費（１回につき） 290単位 イ 介護予防訪問リハビリテーション費（１回につき） 302単位

注１ 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテ 注１ 通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテ

ーション事業所（指定介護予防サービス基準第79条第１項に規 ーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
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定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以 計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定介

下同じ。）の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画 護予防訪問リハビリテーションを行った場合に算定する。

的な医学的管理を行っている当該事業所の医師の指示に基づき

、指定介護予防訪問リハビリテーション（指定介護予防サービ

ス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション

をいう。以下同じ。）を行った場合に算定する。

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の所在する建物 ２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の所在する建物

と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介 と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定介

護予防訪問リハビリテーション事業所と同一の建物（以下この 護予防訪問リハビリテーション事業所と同一建物に居住する利

注において「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者 用者又は当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所にお

（指定介護予防訪問リハビリテーション事業所における１月当 ける１月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物

たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居 の利用者に対し、指定介護予防訪問リハビリテーションを行っ

住する利用者を除く。）又は指定介護予防訪問リハビリテーシ た場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定す

ョン事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に20人以 る。

上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住する利用

者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場

合は、１回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を

算定し、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所における

１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建

物に居住する利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテー

ションを行った場合は、１回につき所定単位数の100分の85に

相当する単位数を算定する。

３ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定介護予防訪問 （新設）

リハビリテーション事業所（その一部として使用される事務所

が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はそ

の一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士が指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場

合は、特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算として、

１回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単

位数に加算する。
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４ 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 （新設）

働大臣が定める施設基準に適合する指定介護予防訪問リハビリ

テーション事業所（その一部として使用される事務所が当該地

域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部と

して使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士が指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、１

回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位

数に加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める施設基準の内容は次のとおり。

指定介護予防訪問リハビリテーションにおける指定介護予防サー

ビス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費の

注４に係る施設基準

一月当たり延べ訪問回数が十回以下の指定介護予防訪問リハビ

リテーション事業所（指定介護予防サービス基準第七十九条第一

項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう

。）であること。

５・６ （略） ３・４ （略）

（削る） ５ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び指定介護予防訪

問介護事業所のサービス提供責任者が、指定介護予防訪問介護

及び指定介護予防訪問リハビリテーションの利用者の居宅を訪

問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ

、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士がサービス提供

責任者に対して、介護予防訪問介護計画を作成する上での必要

な指導及び助言を行った場合に、３月に１回を限度として300

単位を所定単位数に加算する。

７ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 （新設）

道府県知事に届け出た指定介護予防訪問リハビリテーション事

業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職
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種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した

場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、１月に

つき230単位を所定単位数に加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防訪問リハビリテーション費におけるリハビリテーション

マネジメント加算の基準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ 介護予防訪問リハビリテーション計画（指定介護予防サー

ビス等基準第八十三条に規定する介護予防訪問リハビリテー

ション計画をいう。）の進捗状況を定期的に評価し、必要に

応じて当該計画を見直していること。

⑵ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所（指定介護予

防サービス等基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防

訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）の理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通

じて、法第百十五の四十五第一項第一号イに規定する第一号

訪問事業その他の指定介護予防サービスに該当する事業に係

る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活

上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。

⑶ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が、指

定介護予防訪問リハビリテーションの実施に当たり、当該事

業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、利用

者に対する当該リハビリテーションの目的に加えて、当該リ

ハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、やむを得ず

当該リハビリテーションを中止する際の基準、当該リハビリ

テーションにおける利用者に対する負荷等のうちいずれか一

以上の指示を行うこと。

⑷ ⑶における指示を行った医師又は当該指示を受けた理学療

法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、当該指示の内容が
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⑶の基準に適合するものであると明確にわかるように記録す

ること。

８ 指定介護予防訪問リハビリテーションを利用しようとする者 ６ 指定介護予防訪問リハビリテーションを利用しようとする者

の主治の医師（介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く の主治の医師（介護老人保健施設の医師を除く。）が、当該者

。）が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビ が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーションを

リテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は 行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日

、その指示の日から14日間に限って、介護予防訪問リハビリテ から14日間に限って、介護予防訪問リハビリテーション費は算

ーション費は算定しない。 定しない。

９ （略） ７ （略）

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定介護予防 （新設）

訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は

言語聴覚士が、当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業

所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定介護予防

訪問リハビリテーションを行った場合は、１回につき20単位を

所定単位数から減算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師による診療を

行わずに利用者に対して指定介護予防訪問リハビリテーションを

行った場合の減算に係る基準

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の利用者が当

該事業所とは別の医療機関の医師による計画的な医学的管理

を受けている場合であって、当該事業所の医師が、計画的な

医学的管理を行っている医師から、当該利用者に関する情報

の提供を受けていること。

⑵ 当該計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修の

修了等をしていること。

⑶ 当該情報の提供を受けた指定介護予防訪問リハビリテーシ
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ョン事業所の医師が、当該情報を踏まえ、訪問リハビリテー

ション計画を作成すること。

ロ イの規定に関わらず、平成三十年四月一日から平成三十一年

三月三十一日までの間に、イ⑴及び⑶に掲げる基準に適合する

場合には、同期間に限り、指定介護予防居宅サービス介護給付

費単位数表の介護予防訪問リハビリテーション費の注８を算定

できるものとする。

ロ 事業所評価加算 120単位 （新設）

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道

府県知事に届け出た指定介護予防訪問リハビリテーション事業所

において、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう

。）の満了日の属する年度の次の年度内に限り１月につき所定単

位数を加算する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護予防訪問リハビリテーション費における事業所評価加算の基

準

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

イ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リ

ハビリテーション費の注７に掲げる別に厚生労働省が定める基

準に適合しているものとして都道府県知事に届け出てリハビリ

テーションマネジメント加算を算定していること。

ロ 評価対象期間における指定介護予防訪問リハビリテーション

事業所の利用実人員数が十名以上であること。

ハ 評価対象期間における当該指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョン事業所の提供するリハビリテーションマネジメント加算を

算定した実人員数を当該指定介護予防訪問リハビリテーション

事業所の利用実人員数で除して得た数が〇・六以上であること

。
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ニ ⑵の規定により算定した数を⑴に規定する数で除して得た数

が〇・七以上であること。

⑴ 評価対象期間において、リハビリテーションマネジメント

加算を三月以上算定し、かつ、当該加算を算定した後、法第

三十三条第二項に基づく要支援更新認定又は法第三十三条の

二第一項に基づく要支援状態区分の変更の認定（⑵、ホ⑵及

び第百十号ニにおいて「要支援更新認定等」という。）を受

けた者の数

⑵ リハビリテーションマネジメント加算を算定した後、評価

対象期間に行われる要支援更新認定等において、当該要支援

更新認定等の前の要支援状態区分と比較して、要支援状態区

分に変更がなかった者（指定介護予防支援事業者（法第五十

八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。）が

介護予防サービス計画（法第八条の二第十六項に規定する介

護予防サービス計画をいう。）に定める目標に照らし、当該

指定介護予防サービス事業者（法第五十三条第一項に規定す

る指定介護予防サービス事業者をいう。）によるサービスの

提供が終了したと認める者に限る。ホ⑵㈡及び第百十号ニ⑵

において同じ。）の数に、要支援更新認定等の前の要支援状

態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等により要

支援一と判定されたもの又は要支援更新認定等の前の要支援

状態区分が要支援一の者であって、要支援更新認定等により

非該当と判定されたものの人数及び要支援更新認定等の前の

要支援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等

により非該当と判定されたものの人数の合計数に二を乗じて

得た数を加えたもの

ホ イからニまでの規定に関わらず、平成三十年四月一日から平

成三十一年三月三十一日までの間に、次に掲げる基準のいずれ

かに適合するものとして都道府県知事に届け出た場合には、届

出を行った日から平成三十一年三月三十一までの間に限り、介
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護予防訪問リハビリテーション費における事業所評価加算の基

準に適合しているものとする。

⑴ 指定介護予防通所リハビリテーションを提供している事業

所において、平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十

一日までの間、介護予防通所リハビリテーション費における

事業所評価加算の基準に適合しているものであること。

⑵ 平成三十年一月一日以前に指定介護予防訪問リハビリテー

ションを提供し、同年四月一日から平成三十一年三月三十一

日までの間に介護予防通所リハビリテーション費における事

業所評価加算の基準に適合しない事業所であって、評価対象

期間（平成二十九年一月一日から同年十二月三十一日までの

期間（同年中に指定介護予防訪問リハビリテーションを開始

した指定介護予防訪問リハビリテーション事業所においては

、指定介護予防訪問リハビリテーションを開始した日の属す

る月から同年十二月までの期間）をいう。㈡において同じ。

）に、次に掲げる基準に適合するものであること。

㈠ イ及びロの基準に適合していること。

㈡ ｂの規定により算出して得た数をａの規定により算出し

て得た数で除して得た数が〇・七以上であること。

ａ 評価対象期間において、要支援更新認定等を受けた者

の数

ｂ 評価対象期間に行われる要支援更新認定等において、

当該要支援更新認定等の前の要支援状態区分と比較して

、要支援状態区分に変更がなかった者の数に、要支援更

新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者であって

、要支援更新認定等により要支援一と判定されたもの又

は要支援更新認定等による変更前の要支援状態区分が要

支援一の者であって、要支援更新認定等により非該当と

判定されたものの人数及び要支援更新認定等の前の要支

援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等
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において非該当と判定されたものの人数の合計数に二を

乗じて得た数を加えたもの

※ 別に厚生労働大臣が定める期間の内容は次のとおり。

指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防訪問リハビ

リテーション費のロの注の厚生労働大臣が定める期間

事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の一月

から十二月までの期間（指定介護予防サービス介護給付費単位数

表の介護予防訪問リハビリテーション費の注７に掲げる基準に適

合しているものとして都道府県知事に届け出た年においては、届

出の日から同年十二月までの期間）

ハ （略） ロ （略）

４ 介護予防居宅療養管理指導費 ５ 介護予防居宅療養管理指導費

イ 医師が行う場合 イ 医師が行う場合

⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ) ⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ)

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 507単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 503単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 483単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 452単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 442単位 （新設）

⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ) ⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ)

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合 294単位 ㈠ 同一建物居住者以外の者に対して行う場合 292単位

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 284単位 ㈡ 同一建物居住者に対して行う場合 262単位

㈢ ㈠及び㈡以外の場合 260単位 （新設）

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定介護 注１ ⑴㈠及び⑵㈠については在宅の利用者（当該利用者と同一建

予防居宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービス基準第88 物に居住する他の利用者に対して指定介護予防居宅療養管理指

条第１項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業所をい 導事業所（指定介護予防サービス基準第88条第１項に規定する

う。以下同じ。）の医師が、当該利用者の居宅を訪問して行う 指定介護予防居宅療養管理指導事業所をいう。以下同じ。）の

計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、介護支援専門員等に 医師が同一日に訪問診療、往診又は指定介護予防居宅療養管理

対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供（利用 指導（指定介護予防サービス基準第87条に規定する指定介護予
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